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平成１９年度から始まった農地・水・環境保全向上対策も最終年度を迎えました。島根県の

共同活動は、県内４９３組織、約２万 ha の農地で取り組まれ、「地域ぐるみの共同活動」は、

農地・農業用施設及び景観等の保全や地域コミュニティの活性化などに大きな効果を発揮して

います。 

共同活動支援については、県内のほとんどの活動組織から継続を要望する声が上がり、県内

関係団体が一体となって、国に対策の継続を要請してきました。そうした中、農林水産省から

平成２４年度予算概算要求が発表され、共同活動支援の継続の方向が示されました。 

概算要求によると共同活動支援については、集落を支える体制の強化や仕組みの簡素化を図

り、平成２４年度から平成２８年度までの対策として継続する方針です。 

本対策の実施によって、集落をベースとした地域ぐるみの共同活動が定着しつつあり、今後

より一層、地域主体の保全管理等の取組の強化、拡大が重要となってきています。 

具体的な要求内容（国での検討事項含む） 

【共同活動支援】 

 泥上げ、農道の砂利補充などの「農地、水路等の日常の管理」と、水質保全などの

「農村環境の向上のための活動」を支援（対策期間Ｈ24～Ｈ28） 

 継続地区（５カ年間）は、基本単価の８割。（継続 6 年目以降 田 4,400 円→3,500 円等） 

 事務の簡素化（チェック表項目数の大幅削減等） 

【向上活動支援】 

 水路等の長寿命化に取り組む活動組織を引き続き支援（対策期間Ｈ23～Ｈ28） 

 水質、土壌、地域環境の保全に資する高度な取組に対し加算   等 

  １２月末には、来年度の予算が決定します。決まり次

第、ネットワーク通信等を通じて、皆さんへ詳細につい

てお知らせしていきます。 

共同活動の５年目を迎え「活動が軌道に乗ってきた。」

「ようやく活動が芽を出してきた。」「もう少し工夫が必

要かな。」など様々な声をお聞きします 

地域に播いた「共同」の種が必ず実ることを信じて、

平成２４年度からも皆さん一緒に取り組みましょう。 
「共同活動」による水路補修 

中野環境保全グループ（雲南市三刀屋町） 



 

 

 

 

６月から始まった採択申請も、９月の受付けをもって申請が終了し、本年度は１４５組織（１５市町）

が向上活動支援に取り組まれます。 

多くの活動組織で取り組みたいとの要望があるなか、予算枠等によりご希望に添えなかった組織もあ

りました。来年度は、一層の予算額の確保に努めていきたいと考えています。 

なお、向上活動支援は繰越が出来ませんので、事前に計画を立てて活動を

実践してください。 

 

市町村名 

共同活動支援交付金(H19～H23) 向上活動支援交付金(H23～H27) 

組織数 
農地面積

（ha） 

交付金 

(千円) 

組織数 
農地面積

（ha） 

交付金 

(千円) 
共同活動 

取組組織 

中山間直払 

取組組織 

松江市 48 1,392 55,182 11   241 9,300 

安来市 45 1,464 62,019         

雲南市 78 2,119 90,308 29 3 751 31,375 

奥出雲町 9 2,600 107,028 9   1,028 42,416 

飯南町 22 1,093 45,381 13   439 18,753 

出雲市 74 4,930 209,537 26   1,172 47,088 

川本町 11 163 7,006 3   54 2,242 

美郷町 35 357 15,132 10   87 3,767 

邑南町 3 1,617 69,948 3   487 21,444 

大田市 21 623 26,521 6 7 352 15,203 

浜田市 18 1,049 44,340 7   435 18,310 

江津市 21 409 17,342 6   170 7,187 

益田市 38 938 34,779         

津和野町 47 543 23,077 3 1 79 3,263 

吉賀町 14 171 7,262 3   81 3,305 

海士町 1 107 4,354 1   32 1,410 

西ノ島町 1 338 1,353         

知夫村 1 232 928         

隠岐の島町 6 176 7,037 4   79 3,108 

計 493 20,320 828,534 134 11 5,486 228,171 
 

 

 

 

 

「ため池のブラックバス等を駆除したい。」と考えている活動組織の皆

さん、この機会に専門家による駆除の方法を体験してください。 

（参加された組織は、地域の皆さんに報告され勉強会を行われれば「生

態系保全」「啓発活動」に、活動組織で駆除を行われれば、「生態系保全」

「外来種の駆除」に該当します。） 
  

別添チラシを 

ご覧ください 

農地・水保全管理支払交付金活動組織市町村一覧 



 

 

 

 

 

 

 

■地区の概要 

私たちの地区は、松江市の西端、斐川町に隣接する宍道町伊志見地内に位置し、本対策に平成１９年

度から取り組んでいます。伊志見自治会に属する４２戸と集落外からの入作農家１０戸余で構成してお

り、対象農用地（14.8ha）は、昭和 57、58 年度に施行した団体営ほ場整備事業受益地が主体です。 

■対策の成果 

私たちの地区で一番成果を上げたのが、曳谷水路改修工事です。 

地区の田んぼは、以前はため池から取水していましたが、取水が困難

になったため、山麓の湧水箇所から土水路で水を供給するようになって

いました。 

 その土水路も豪雨等により水が溢れたりして老朽化が目立つように

なっており、安定した流量の確保のため、平成２０年度から平成２３年

度まで４期に分けて、１50m をコンクリート水路（ベンチフリューム）に改修しました。 

このように、地区内で抱えていたほ場整備事業完了後の施設の経年劣化や、新たに整備が必要となっ

た箇所への対応が本対策で出来るようになりました。 

また、活動組織の役員と各施設管理担当者全員で施設の点検を行うことによって、事業計画を検討す

る体制が出来、従来バラバラだった施設管理が地区内の合意に基づき計画的に実施出来るようになりま

した。   

私たちの地区では、地域全体で施設を維持管理しようという意識が芽生え、“施工に人手が欲しい時

には当該施設受益者ではない人にも協力してもらえる”、という体制づくりが出来てきたのではないか

と感じています。 

■新たに生まれた交流 

 次世代を担う子供たちに農業の楽しさを身をもって体験してもらおうと、自治会、子ども会、老人会

が連携して、遊休農地を活用した昔ながらの田植えや稲刈りを集落みんなで行いました。 

若いパパやママもおっかなびっくり田んぼに入ります。こうした中で、“昔取った杵柄”シニアのみ

なさんの手際のいいことには感嘆しました。 

 

 

 

 

 

 

■最後に 

交付金額が少ない当地区では、交付金を繰り越すことにより単年度では出来ない補修も実施してきま

した。平成２４年度からも是非この対策を継続して頂き、制度の弾力的な運用を図って貰い、軌道に乗

ってきた“集落ぐるみの活動”を続けていこうと思っています。 
  

活活動動事事例例紹紹介介  

珍しくなった“ばばひき” 



 

 

～農地・水保全管理支払交付金に関することは！～ 

◆島根県農地・水・環境保全協議会まで 

〔事務局〕水土里ネット島根  Tel 0852-32-4141  Fax 0852-24-0848 

http://www.nouchimizu-shimane.jp 

◆島根県農林水産部農村整備課資源保全スタッフ（共同活動） Tel 0852-22-6262 

     〃  農畜産振興課有機農業グループ（営農活動） Tel 0852-22-6477 

http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/nougyo/kojo_taisaku/ 

◆又は県内各農林振興センター、最寄りの各市町村担当課までお問合わせ下さい。 

向上活動を取り組む皆さんへ 
 「概算払い請求書」が届いたら、代表印を押印の上、すみやかに市町村へ提出してください。（提出が遅れ

ると交付金の支払いが遅れます。） 
 国からの交付金は、活動組織の口座に直接入金されます。後日採択申請書の住所に活動組織宛「国庫金振

込通知書」が郵送されます。採択申請書の住所を、集会所、公民館等にしておられる組織は郵便物が不明に

ならないようにご注意ください。 

★今月の予定★ 

２（水） 農地・水保全管理支払交付金 市町村担当者会議（隠岐） 

１５（火） 環境保全型農業直接支援対策 市町村担当者会議（東部） 

１７（木） 環境保全型農業直接支援対策 市町村担当者会議（西部） 

 

 

 

 

 
１０月１０日（月）、秋晴れのなか出雲大学駅伝の応援も兼ね、平成１

９年度から始まった日下環境保全組合（出雲市日下町）の“コスモス祭り”

にお邪魔しました。 

 選手に声援を送った後、地域の皆さんなど約８０名が参加され、コスモ

ス祭りが賑やかに行われました。 

会場では、ＥＭ菌ダンゴ散布による水質

保全の成果や、魚巣ブロックの設置による

生態系保全の成果などが発表されました。 

 
 

 

 
～担当者の声～ 

先日、無農薬・無化学肥料でお米を栽培しているグループの収穫祭に行ってきました。出来たお米も思わず笑顔に

なる味でしたが、何より、環境にやさしいお米をつくるために、地域の方が一致団結しておられる姿が印象的でした。 

これからひと雨ごとに寒くなります。来年度に向けたご相談も増えてくると思いますが、地域の環境保全のためにお

役に立てるような対応を心掛けたいと思います。（協議会Ｙ） 

“駅伝応援”と“コスモス祭り”に行ってきました。 

（日下環境保全組合へ～）     協議会事務局Ｓ 

 
郵便番号、住所、氏名、電話番号、組織の方ならば活動組織名を明記。 
郵便、ファックス、メール、電話での投稿。次号への掲載は、前月２０日ころまでに必着。 
宛先は、〒690-0876 松江市黒田町 432-1 水土里ネット島根「おたよりコーナー」係。 
FAX 番号（0852）24-0848、電子メール shigenhozen@shimanedoren.or.jp 

【投稿規定】 

大草ネット・エコトピア 

（益田市） 

「地域の環境美化」

と題した漫才も登場 

軽妙な出雲弁に会場

が笑いの渦に！ 

遊休農地を活用したコスモ

ス畑は、子供が楽しめるよう迷

路が出来ていて、満開のコスモ

スのなか、子供たちが楽しそう

に走り回っていました。 


